
1－3 C型肝炎対策の一層の推進について  

C型肝炎対策の背景  

○ 我が国のC型肝炎の持続感染者は100～200万人と推定。これ   

らの者から、肝硬変や肝がんへの移行が問題。  

○ 平成12年の設置した「肝炎対策に関する有識者会議」の結論を踏   

まえ、平成14年度から「C型肝炎等緊急総合対策」を実施。  

C型肝炎対策をめぐる現状  

O C型肝炎等緊急総合対策の策定後、3年が経過し、この間、C型肝   

炎の治療に関する新たな知見の集積、新しい治療薬等が承認。  

○ 昨年12月、フィブリノゲン製剤納入先医療機関のリストが公表さ   
れ、C型肝炎に関する社会的関心が高まる。  

○ このため、厚生労働大臣からの指示により、本年3月、新たに「C   

型肝炎対策等に関する専門家会議」を設置。去る8月2日、同専門家   

会議から「C型肝炎対策等の一層の推進について」幸艮告。  
〔健診関係の主な意見〕   

※ 平成14年度から開始されているC型肝炎ウイルス検査については、ハイリスク・  

グループを中心とした体制を強化すべきと指摘。   

※ 保健所における特定感染症検査等事業については、対象を40歳未満にも広げると  

ともに、C型肝炎ウイルス検査のみを希望する者の検査機会も確保すべきと指摘。  

○ 検討結果を踏まえ、厚生労働省として、新たなC型肝炎対策等に関   

する総合的対策を実施（対策の具体化のため、平成18年度概算要求   

に反映）。  

老人保健事業における肝炎対策  

O C型肝炎等緊急総合対策の一環として、平成14年度から、老人保   

健事業における健康診査の項目として肝炎ウイルス検診を実施。  

○ これまで、平成14～16年度の3年間で、約537万人に対し検   

査を実施。  
0 5カ年計画に基づき、平成18年度においてもこれまで同様に事業   

を実施すべく概算要求に盛り込んだところ。  
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「C型肝炎対策等の一層の推進について」の概要  
（C型肝炎対策等に関する専門家会議報告）  

≪串 状  
○我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は150万人以上存在すると推定され、本   

人が気づかないうちに慢性肝炎から肝硬変や肝がんへ進行する感染者が存在するこ   

とへの対応が課題。  

○治療面で、インターフェロン製剤による抗ウイルス療法が新たに導入され、難治性   

のC型肝炎についてもウイルスを駆除することが可能になってきている。  

1く＝コr  

≪C型肝炎対策等の基本的考え方  

○多くの国民に対して、C型肝炎ウイルス検査を行い、早期に感染の有無を確認し、   
感染者に対し適切な治療を行うことにより、C型肝炎ウイルス感染に起因する死亡   

を効果的に減らすことが可能。  

○また、C型肝炎に関する正しい知識の普及は、適切な受診・受療行動につながると   

ともに、感染者に対する偏見一差別等を防ぐためにも重要。  

1く＝＞r  
≪今後のC型肝炎対策等  

■感染拡大の防止   

・透析施設における感染防止マニュアルの普及啓発、定期的な研修の実施  
・血液透析に伴う感染に関する事例収集・原因究明に取組む  
・歯科診療、母子感染に伴う感染防止に関するガイドラインの策定   
t 入れ墨（タトゥー）やピアス等の処置に伴う感染リスクの周知   

」検 査  
・ハイリスク・グループに対する肝炎ウイルス検査の実施期間の延長   

t 保健所における肝炎ウイルス検査の対象拡大（40歳未満）等   
■ 健診結果通知時における相談指導の充実等による検査と治療の連携の強化   

旦担 
一 都道府県等にて「肝炎診療協議会（仮称）」を設置、関係機関間の連携・協力体制  

を構築し肝炎診療体制を充実   
t かかりつけ医等の肝炎診療従事者に対する研修の実施  
・肝炎の診断と治療に関するガイドラインの作成  

・治療中断事例の収集による、肝炎治療継続のガイドラインの作成   

■ C型肝炎ウイルスの複製機構、持続感染機構の解明と新たな治療法・治療用ワク  

チンの開発   

・欧米において標準的な医薬品や治療法の治験の推進と優先審査の実施による薬  
事承認・保険適用の迅速な実施   

・国、都道府県等における患者や家族に対する相談窓口の設置   

・C型肝炎患者に対し最新の治療法等の情報提供を充実   

旦普及啓発   

・都道府県におけるC型肝炎ウイルス検査の受診勧奨、感染の予防、人権への配慮  

た普及啓発の推進  に主眼をおい   
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1－4 がん検診（市町村事業）について  

1 老人保健事業におけるがん検診の経緯  

年 度   内  
容   

昭和57年度  健康診査に胃・子宮がん穣診導入（第1次計画）   

昭和62年度  子宮休部・肺・乳がん検診追加（第2次計画）   

平成 4年度  大腸がん検診追加（第3次計画）   

平成10年度  がん検診、がん関係健康教育にかかる経費等の一般財源化   

2 がん検診の概要  
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（平成10年3月老人保健   

課長通知）に基づき実施されているもの  

種  類   検  査  項   目   対 象 者   

胃がん検診   問診、胃部エックス線検査   40歳以上   

子宮がん検診   問診、視診、子宮頚部の細胞診及び  

内診（有症状者は、まず医療機関の  
受診を勧奨。なお、希望する場合に  

は子宮頚部の細胞診に引き続き子宮  

休部の細胞診を実施。）   

肺がん検診   問診、胸部エックス線検査、  40歳以上   

喀癌細胞診  

乳がん検診   問診、視診、触診、乳房エックス線  

検査（マンモグラフイ）   

大腸がん検診   問診、便潜血検査   40歳以上   
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がん検診の見直しについて  

がん検診の概要  

○ 老人保健事業に基づくがん検診は、昭和57年度から国の補助事業  

（※国・都道府県・市町村：1／3負担）として実施されてきたが、平成10年  

度に一般財源化され、以降は、国の指針に基づき実施されている。  

※国の指針に基づき実施されているがん検診  

：胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診  

上⊂二」＿  
がん検診の課題   

○ 現在、実施されているがん検診に対しては、①受診率が低い、②整   

亡率減少効果の観点から実施方法や対象年齢に問題がある、③撞塵萱   

理が不十分等の指摘がなされている。   

※現在、実施されているがん検診の受診率（平成15年度）  

胃がん検診：13．3％ 子宮がん検診：15．3％ 肺がん検診：23．7％  

乳がん健診：12．9％ 大腸がん検診二18．1％  

」⊂＝」⊥  

が卿会：乳がん、子宮がん）  

○ こうした課題に対応するため、平成15年12月に老健局内に「が  

ん検診に関する検討会」を設置し、個々のがん検診ごとに検討を開始。  

○ まずは、死亡率減少効果の観点から実施方法、対象年齢等に特に問  

題が指摘されている「乳がん検診」及び「子宮がん検診」・について、  

専門的見地から検討いただき、平成16年3月に中間報告を取りまと  

めた。  

※中間報告における主な提言概要   

○乳がん検診については、マンモグラフィを原則とし、その対象者を50歳以上から40歳  

以上に拡大するとともに、受診間隔は年1回から2年に1回にするべき。   

○子宮がん検診については、対象者を30歳以上から20歳以上に拡大するとともに、受診  

間隔は年1回から2年に1回にするべき。  

「工＝コデ  

○ こうした提言を踏まえ、平成16年4月に「がん検診指針」を改正。  

○ また、全国のマンモグラフィの整備状況等を勘案し、平成1  7年度予  

において、マンモグラフィの緊急整備を支援するために必要な予算を計上  

したところ。  
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がん検診の見直し（第7▲8回：乳がん検診、子宮がん検診の事業評価）  

○ 引き続きがん検診の課題に対処するため、平成16年12月から、   

がん検診に関する検討会において、乳がん検診及び子宮がん検診の事   

業評価について検討開始。平成17年2月に報告。  

○ 乳がん検診及び子宮がん検診について、事業評価のための点検表に   

よるプロセス評価や要精検率等の指標を用いて実施するアウトカム   

評価の実施方法等について提言。  

○ 提言を受け、都道府県及び市町村に対し周知。  

がん検診の見直し（第9回～ ：大腸がん検診L  

O 乳がん検診及び子宮がん検診に引き続き、平成17年3月から「大  

腸がん検診」について検討を開始。  

○ これまで2回にわたり検討。本年中を目途に結論を得る予定。  
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1－5 今後のがん対策の推進について  

「がん対策推進アクションプラン2005」  

平成17年8月25日  

がん対策推進本部  

1．基本認識  

○ がんは日本人にとって第一位の死亡原因、国民の健康にとって重   

大な脅威であり、あらゆる可能な施策を総合的に活用し、最も効果的   

で効率的な対策の実施が求められている。  

○ 同時に国民1患者は、がん医療の進歩に期待しつつも、実際に 

できる医療サービスには満足していない現状があり、この現状の改   

善や不安の解消を強く求めている。  

○ このような状況を踏まえ、厚生労働省は次のような考え方に立脚し   

た［がん対策推進アクションプラン2005Jを掲げ、緊急にがん対策の   

飛躍的な向上を目指すものとする。  

アクション1   

がん対策全体を国民・患者の視点から総点検し、がん対策の効果をよ  

り一層高め、国民・患者のニーズに応じた対策の重点的推進を図るため  

の「がん対策基本戦略」として再構築する。  

アクション2  

国民・患者のがん医療に対する不安や不満の解消を推進するとともに、  

現場のがん医療水準の向上と均てん化を図るため、がん対策に係る土壁  

を情報提供ネットワーク」の構築を推進する。  

クション3   

国民・患者の意識やニーズ、がん医療の実態を適切に反映した情報  

提供ネットワークを共有するための脚りを創設し、国民・患  
者本位のがん対策を推進する。  
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2．具体策  

アクション1．「がん対策基本戦略」の策定と堆進   

がん対策の効果をよリー層高め、国民・患者のニーズに応じた対策の重点的推  

進を図るための「戦略アプローチ」と「戦略指標」から成る基本鞋竪を策定し、必要  

ながん対策を重点的に推進する。  

（1）国民・患者の視点やニーズから、がん対策を4つの「戦略アプローチ」に再構築  

し、今後、必要ながん対策を重点的に推進する。【別紙1】  

（2）がん5年生存率20％改善を含めた全体的な戦略目標の達成に至るための具  

体的な“道標’’（みちしるべ）として、がん種別・対策別にブレークダウンした土壁  

略指標」を今後策定する。  

アクション2．「がん情報提供ネットワーク」構築の推進   

国民■患者や医療従事者に対するがん診療情報提供の体制整備の支援と、が  

ん対策に関連する情報基盤の中核を担う組織の設置により、「がん情報提供ネット  

ワーク」の構築を推進する。【別紙2】  

（1）がん患者や地域医療機関からの相談対応を担う「相談支援センター（仮称）」  

の設置を要件とする「地域がん診療拠点病院（仮称）」等の整備を推進する。  

（2）さまざまながん対策に関連する情報の効果的・効率的な収集、分析、発信等に  

不可欠な情報ネットワークの中核的組織として、国立がんセンターに「がん対  

策情報センター（仮称）」を設置する。  

アクション3．外部有識者による検討の枠組み創設   

国民・患者の視点も踏まえた、がん情報ネットワーク等に関する提言やその情報  

に基づくがん対策の現状評価等を行う外部有識者による「がん対策情報センター  

運営評議会（仮称）」をがん対策情報センター（仮称）に設置する。  
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